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新たな担い手組織について新たな担い手組織について
　相馬市飯豊地区では、新たな担い手組織として３つの農業生産法人が設立されました。相馬市では各法人へヤ
マト福祉財団の助成を受けて導入した農業機械を貸与し、昨年からそれぞれの地区で津波被災田の復旧や大豆生

産に取り組んでいます。
　その１つである「飯豊ファーム」は、新田地区と程田地区の担い手
を中心とした合同会社で、平成２４年度は相馬市・東京農業大学・Ｊ
Ａそうま・相双農林事務所農業振興普及部の支援を受けて約１２ヘク
タールの被災田で大豆を作付けしました。
　今年度は、作付面積を約４０ヘクタールに拡大する予定であり、津
波により、機械等が流失して営農継続が困難になった農業者の雇用な
ど、地域農業の受け皿としても期待されています。
左：津波被災田で除塩として石灰資材を散布している様子

－飯豊ファーム（相馬市）－

〈お問い合わせ〉市町村、相双農林事務所
　　　　　　　 農業振興普及部まで。

左：ラジコンヘリによる肥料散布
　　（放射性物質の吸収抑制対策、平成25年４月 10日）

　県では、東日本大震災や福島第一原発事故等の影響により農業生産を中断している農業者の営農再開を支援す
るため、２３２億円の基金（２５～２７年度分）を創設しました。この事業を活用して営農再開を図りましょう！

※１　平成25年２月26日における警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、帰還
困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び稲の作付制限区域

被災農業者の営農再開支援について
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平成 25年度の水稲実証栽培について
　平成２５年度の作付を自粛した南相馬市（鹿島区・原町区）において、約122haの水田で実証栽培
が行われます。実証栽培は、営農再開に向け、昨年度の試験栽培から得られた放射性セシウムの吸収
抑制対策等の成果を営農レベルで実証するものです。
　実証栽培では、以下の吸収抑制対策と肥培管理等を実施します。
（放射性物質吸収抑制対策）
　田植え前の基肥施用時に、ゼオライト（200～ 500kg/10a）と塩化カリ（50kg/10a）を散布します。
（肥培管理）
　①基　　肥：２年間休耕していたことで窒素の発現量が多くなるため、窒素施肥量は最大でも慣行

の半分とします。なお、一発肥料は使用しないようにします。
　②栽培管理：田植え後は、慣行の栽培管理を行います。また、中干しや生育に応じた追肥を行い、

倒伏防止を図ります。
（交差汚染防止対策）
　収穫作業開始前に乾燥機、 すり機及び選別機等の調製機械や納屋の清掃を徹底し、玄米に放射性
物質が付着しないようにします。

モニタリング検査結果の「見える化」始めました！モニタリング検査結果の「見える化」始めました！

　実証栽培で収穫した玄米は、全量全袋検査を実施し、
基準値以下であれば、出荷販売や自家保有米とすること
ができます。
　作付制限区域である南相馬市小高区と原町区の一部で
は、９カ所約90aで試験栽培が行われます。
　試験栽培では、作付再開に向け、吸収抑制対策の効果
の確認を行います。なお、試験栽培で収穫された玄米は、
作付制限区域であるため全量廃棄となります。
　相双農林事務所では、今後も実証栽培・試験栽培の結
果を分かりやすくお知らせするなど、作付制限・自粛区
域における水稲作付再開に向け、積極的に支援してまい
ります。

　相馬地方では、産地一丸となって米の全量全袋検査や園芸
品目の出荷前検査を進めております。
　検査が身近なものとなり、生産者からは「検査結果をきち
んと公表しているのか？」「安全・安心のＰＲはどうしてい
るのか？」といった御質問をいただくことが多くなりました。
　このため、「ふくしまの恵み安全・安心推進事業」により、
地元産の農産物を取り扱う直売所や道の駅の店頭に、モニタ
リング結果や産地が取り組む安全・安心の情報を確認できる
インターネット端末を導入し、運用を始めました。
　最新のモニタリング情報はもちろん、これまでの検査結果
や県内の他産地の状況など様々な情報を知ることができます。
　画面を触って操作する「タッチパネル式」ですので、どなたでも簡単に操作できます。
　下記のお近くの店舗で、早速タッチしてみてください。

  ◇検査情報「見える化」機器の設置店舗　【H25.4月末現在：７店舗】
  　・相馬市　「道の駅そうま」「農産物直売所　野馬土」「粟津直売所」
  　・南相馬市「道の駅南相馬」「まちなかひろば市民市場」「かしま観光物産館　四季彩」
  　・新地町  「しんち地場産市場　あぐりや」

実証田での田植えの様子
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平成 24 年度園芸品目モニタリング結果について平成 24 年度園芸品目モニタリング結果について

平成 25 年度園芸品目モニタリング体制について

　相馬地方の平成24年度園芸
品目モニタリングは、環境放
射線量が高い地域である事前
確認区域を中心に総数で 657
点の検査を行いました。その
うちの 554 点（84％）が「未
検出」となり、昨年と比較して、
検出される割合が低下してい
ることが確認されました。
　また、放射性セシウムの影
響が心配されたジャガイモな
どの根菜類は、全て 25Bq/kg
以下でした。
　今後も野菜・果樹等の影響
を確認するため継続したモニ
タリングを実施します。
　なお、モニタリングの結果
は、福島県のホームページか
らご覧いただけます。

　相馬地方において販売される野菜、果実などは、平成24年度に引き続き、緊急時環境放射線モニタリングの
実施により安全性を確認します。また、これまでの分析結果から、特定の区域（※１）や平成24年度において放射
性セシウムが50Bq/kgを超過した品目（※２）などについては、事前確認を行うことなります。

【事前確認の流れ】
  下記の区域・品目において出荷 10日～ 2週間前に検査を行い、収穫の可否を判断します。

　事前確認 　緊急時
モニタリング検査

結果公表

出荷

出荷

出荷

　　　平成24年度の検査結果で、50Bq/㎏を超えた品
目を生産する市町村（一般区域）
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農薬適正使用の推進について農薬適正使用の推進について

リサイクル適正 A
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　農薬の適正使用について、以下のことを再確認してみましょう。
＜農薬散布前日までにすること＞
◆　周辺住民へ散布時間帯や方法を事前に連絡し、了承を得ましょう。
◆　農薬のラベルの内容（農薬名、適用作物、使用量（希釈倍率）、使用時期、使用方法、使用回数）をしっ

かりと確認しましょう。

＜農薬散布前にすること＞
◆　うっかりミスがないか、もう一度農薬のラベルの内容を確認して使用しましょう。
◆　防護服、マスク等の保護具を着用し、散布時の中毒事故を防止しましょう。
◆　秒速３ｍ以上の風速（木の葉、稲の葉がそよそよと絶えず動く状態）では飛散を防止するために散布

作業を控えましょう。

＜農薬散布後にすること＞
◆　作業日誌や防除日誌に使用した農薬の散布実績を正確に記帳しましょう。
◆　農薬容器や洗浄液等は適切に処分しましょう。
◆　防除器具（タンク、ホース、ノズル等）を十分に洗浄しましょう。
◆　農薬は専用の保管庫に入れて、保管管理を徹底しましょう。
◆　農薬散布後は身体と衣服をきれいに洗い、飲酒は控えましょう。

　去る４月から農業振興普及部長に就きました芳見と申します。相双地方は平成２２、２３年度に続き、
４回目の勤務となります。相馬地方の農業者、農業関係者の皆様には、日ごろより地域農業の振興に多大
なご尽力をいただき、心より感謝申し上げます。震災・原発事故から３年目となりました。一日も早い農業・
農村の復興のため、職員一同、皆様とともに努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

（農業振興普及部長　芳見　茂）

平成 25年度　農業振興普及部の活動体制
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